
入札参加資格申請の受付及び認定の時期の変更（令和11年度開始）

認定（更新）後の名簿有効期限が令和10年4月1日以降になる事業者につ
いて、名簿有効期限を令和12年3月31日※に統一して認定します。

①への移行準備として名簿有効期限を統一します

随時申請受付

・事業者の決算日ごとに更新申請の
受付・認定時期、名簿有効期限が異
なる

定期申請受付

・全事業者同時期に一斉に更新申請を受付
→令和11年10月～11月受付（予定）

・全事業者同じ名簿有効期限とするため認定時期を統一
→令和12年4月1日認定（名簿有効期限：令和15年3月31日）

入札参加資格審査申請手続き見直しのお知らせ【物品製造等】

令和11年度から、入札参加資格申請の受付及び認定の時期を変更します

２

上記①②の変更にあたって、令和11年度の定期申請の開始までは
事業者のみなさまの申請方法等の変更はありません。重要

※定期申請により認定する有効期間開始日（R12.4.1）の前日

（現在）

（変更後）

次のページ↓

１

令和8年3月9日



定期申請受付開始までの移行準備の例3

【問い合わせ先】長崎市契約検査課 総務係 （電話番号）095-829-1160

（現在）

対象者
（例）

R8.3.3時点の
有効期限

㋐
更新又は新規
認定後の通常の

有効期限

㋑
更新

認定後の通常の
有効期限

移行準備として
統一した
有効期限

定期申請
受付時期

認定
時期

【例１】
㋐の認定時に
有効期限の延長の
対象となる事業者

R8.4.30

R10.4.30
手続き無し

R12.3.31
R11.10月
～11月

（予定）

R12.4.1
（名簿有効期限
R15.3.31）

新規申請

【例２】
㋑の認定時に
有効期限の延長の
対象となる事業者

R8.2.28

R10.2.28 R12.2.28

新規申請

なお、令和11年度の定期申請の受付時期や手続きは、令和11年６月頃にホームページで公開します。

（市で延長して認定）

（市で延長して認定）

認定後の有効期限が令和10年3月31日以前の事業者は㋑の更新申請が必要です。

㋐更新
申請

㋐更新
申請

新規
申請

新規
申請

㋑更新
申請
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